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JA ひろしまにおける不適切な共済契約について 
 

１ 要旨 

  農業協同組合法（昭和 22 年法律第 132 号）第 93 条第１項に基づく報告徴求命令（令和

８年１月 14 日付け。以下「報告徴求命令④」という。）に対して、令和８年５月７日付け

でひろしま農業協同組合（以下「JA」という。）から再発防止策の報告があった。 

  内容を精査したところ、再発防止のための適切な取組が講じられると判断し、報告を受

理し、また、JA から県に対して再発防止策の取組状況を定期的に報告させるため、報告徴

求命令（令和８年５月 25 日付け。以下「報告徴求命令⑤」という。）を発出したので報告

する。 

 

２ 報告徴求命令④（令和８年１月 14 日付け）に対する報告の概要 

（１）具体的な改善・対応策を盛り込んだ再発防止策 

  別紙のとおり。 

（２）組合員等に行う説明内容 

本事案の顛末や JA の見解（原因・問題点）、再発防止に向けての認識や考えなど本件を

総括した内容をホームページで公開し、地区別総代集会等で説明を行う。 

 

３ JA の報告に対する県の評価 

 ・再発防止策については、県から求めた事項に対応する内容であり、実施主体が明確で具

体的な改善・対応策を盛り込まれ、期間・期限を適切に設定している。 

 ・組合員等に対して事案を総括した説明が行われる。 

 以上のことから、再発防止のための適切な取組みが講じられると判断した。 

 

４ 報告徴求命令⑤（令和８年５月 25 日付け）の概要 

  令和９年３月末までの取組について、四半期ごとに取組状況の報告を求める。 

 

５ 今後の県の対応 

 ・報告内容について役職員からヒアリングを行う。再発防止の取組が不十分な場合は期間

の延長等を検討する。 

・常例検査時に通常の検査項目に加えて、再発防止策の運用状況を検証・確認する。 
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具体的な改善・対応策を盛り込んだ再発防止策の概要 

項目 内容等 

１ 経営管理態勢 ・２線（リスク管理部）・３線（内部監査室）体制の強化に向け、関係部署の

役割や人員などの見直しを検討する。 

・要領等の策定によってコンプライアンス教育体制を再整備する。 

２ 共済推進管理態勢 ・管理職や渉外担当者等の役割に応じたコンプライアンス・行動管理研修等

を実施するとともに、渉外トレーナーを増員して指導体制を強化する。 

・共済の推進目標について、支店間・職員間の公平性・透明性・納得性を確保

する。 

３ ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ・ﾘｽｸ 

管理態勢 

・月別に長期共済の新契約内訳データから共済種類の偏りをモニタリングし、

「マッチング回避」のリスク検証を行う。 

・契約者に不利な解約を伴う推進を防止するため、共済事業運動要領に解約

新規推進における基準を明記し、また、「不適切な解約新規未然防止チェッ

クシート」の活用方法を検討する。 

・考課者研修を通じ、地域間の考課尺度の統一を行う。 

４ 利用者の保護 ・「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく事業運営を実践する

ため、「利用者満足度目標」を定める。 

・高齢のお客様（70 歳以上）への推進にあたり利用者満足度の向上、普及推

進コンプライアンスの強化等を目指し、「親族関与割合目標」を設定する。 

５ 職場環境等 ・コミュニケーションを充実させるための全管理職に対するコーチングの導

入について、外部機関の利用を含め検討する。 

・合併前の旧 JA の地域を越える異動を実施することで、合併後の組織融合の

促進、人材育成および組織全体の適正配置を行う。 

６ 内部監査室の監査 ・不適切な共済契約の再発防止策に基づき内部監査項目を設定し、内部統制

の適正運用を評価するとともに、リスクや課題の重要度に応じて監査項目

を精査・変更し、再発防止策の実効性を確保する。 

７ 全体の進捗管理 ・「不適切な共済契約に係る再発防止策における進捗会議」を原則毎月開催

し、その結果を四半期ごとに理事会等へ報告するとともに、理事会等で再発

防止策の進捗状況、各取組みの内容について協議（評価・指導）を行う。 

 

別紙 


